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回
覧～大淀川についてのお知らせです～

「令和3年度 宮崎河川国道事務所国土交通行政功労表彰」が行われ

ました。高岡地区では、永年にわたり水門や樋門の操作に貢献された

2名の操作員のみなさまが事務所長表彰を受賞されました。これから

も地域を水害から守るためにご尽力いただきますようよろしくお願いし

ます。

工 事 名 大淀川高岡地区掘削護岸（その１）工事

大淀川高岡地区掘削護岸（その２）工事

工期期間 令和３年８月２７日～令和４年３月２５日

施工業者・連絡先

（株）山本組 ０９８５－６９－５４３８

龍南建設（株） ０９８５－６５－７４９７

大雨等の洪水から地域を守ることを目的に、

大の丸橋上流左岸の堤防を強くするための

工事を行っています。

工事期間中はご不便をおかけしますが、ご

協力頂きますようよろしくお願いします。
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大淀川では年に1回、河川管理施設（堤防、護岸、樋門・樋管、排水ポンプ場等）

の変状・異常を発見し計画的な維持補修を行うため、点検を実施しています。

この点検では、数人がかりで日頃の巡視

では確認できない細かなところ（ヘコみ・

亀裂・陥没・法崩れ・浸食など）まで点検を

行います。

今年度は、1１月～2月にかけて点検を実施

します。

ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしく

お願いします。

バーベキュー等のゴミ
※コンクリート上での直火の使用はしないでください。

廃棄物や家庭ゴミ

不法投棄は、法律の規定により厳しく罰せられます。

■河川法により

・３か月以下の懲役、または20万円以下の罰金

■廃棄物処理及び清掃に関する法律により

・５年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金、またはその両方

河川巡視時に不法投棄を発見した場合には注意喚起の看板等を設置していますが、不法投棄を目

撃された方や何か情報をお持ちの方は高岡出張所又は最寄りの警察までご連絡をお願いします。
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